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9 介護支援専門員でない計画作成担当者（認知症対応型共同生活介護）
・特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関
し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。

生活相談員（認知症対応型通所介護／地域密着型通所介護／通所介護相当サービス）
・１年以上介護等の業務に従事した者であって、介護福祉士または、介護職員初任者研修を修了した者と同等の資格を有する者
・２年以上社会福祉施設で介護等の業務に従事した者

管理者（認知症対応型共同生活介護）
・適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセン
ター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、三年以上認知症で
ある者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

生年月日

「主な職歴等」には、要件を満たすことが分かる職歴等について記載ください。

管理者（認知症対応型通所介護）
・適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定
める研修を修了しているものでなければならない。

　経歴書　（ 代表者・管理者・生活相談員・計画作成担当者 ）
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事業所又は施設の名称

日月年

主 な 職 歴 等

年　月 年　月 勤 務 先 等 職 務 内 容

　備考

備考

代表者（小規模多機能型居宅介護／認知症対応型共同生活介護）
・特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の職員又は訪問介護
員等として認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者
であることが必要である。

代表者（看護小規模多機能型居宅介護）
・特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型
共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の職員又は訪問介護員等として認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者又
は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であり、代表者としての資質を確保するために、指定を受ける
際（指定を受けた後に代表者の変更の届出を行う場合を含む。）に、113号告示第４号に規定する研修を修了しているもの、又は保健師若し
くは看護師とする。

管理者（小規模多機能型居宅介護）
・特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症
対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者又は訪問介護員等として三年以上認知症である者の介護に従事し
た経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

管理者（看護小規模多機能型居宅介護）
・特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症
対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として三年以上認知症である者の介護に従事
した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保健師若しくは看護師でなければならない。
・保健師及び看護師については、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者である必要がある。さら
に、管理者としての資質を確保するために関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましい。


